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令和５年第１回知内町議会定例会（３日目） 

 

◎ 招集年月日   令和５年３月１０日（金） 

◎ 招集の場所   知内町役場 議場 

◎ 開 会 日 時   令和５年３月１０日（金） 午前 ９時３０分 

◎ 閉 会 日 時   令和５年３月１０日（金） 午前 ９時５６分 

 

◎ 出 席 議 員 

   １番  成 澤 五 郎      ６番  吉 田 峰 一 

   ２番  笠 松 悦 子      ７番  五十嵐 捷 爾 

   ３番  松 井 盛 泰          ８番  木 村   一 

   ４番    城 地 秀 樹      ９番    谷 口 康 之 

   ５番  山 田 顕 人     １０番  伊 藤 政 博 

 

◎ 会議録署名議員   ４番  城 地 秀 樹   ６番  吉 田 峰 一 

 

◎ 欠 席 議 員    なし 

 

◎ 地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した説明員 

   町 長  西 山 和 夫 

   副 町 長  大 野  樹 

   総 務 課 長  西 野 俊 一 

   生 活 福 祉 課 長  高 田 正 志 

   保 健 セ ン タ ー 長 （高 田 正 志） 

   地域包括支援センター長  笠 松 さおり 

   税 務 会 計 課 長  南  一 貴 

   産 業 振 興 課 長  三 原 知 明 

   政 策 調 整 課 長  長 谷 川 将 之 

   建 設 水 道 課 長  佐 藤 和 人 

   教 育 長  堂 下 則 昭 

   教育委員会事務局長  森 永  茂 

   スポーツセンター長 （森 永   茂） 

   知内高等学校事務長  南  和 敏 

   学校給食センター長 （森 永  茂） 

   代 表 監 査 委 員  西 内 貞 治 

 

◎ 本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   議 会 事 務 局 長  佐 藤 辰 治 

   議 事 係  高 田 貴 明 
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令和５年第１回知内町議会定例会議事日程 

 

（第３号）          令和５年３月１０日（金）午前９時３０分開議 

日 程 議 件 番 号 議    件    名 

第 １ 

第 ２ 

 

第 ３ 

第 ４ 

 

第 ５ 

第 ６ 

第 ７ 

第 ８ 

 

 

委 員 会 報 告 

 

発委第 １号 

意 見 書 案 

第 １ 号 

議 長 発 議 

議 長 発 議 

議 長 発 議 

議 長 発 議 

 

会議録署名議員の指名 ４番、城地秀樹君、６番、吉田峰一君 

令和５年度予算審査特別委員会審査報告について 

（委員長報告） 

知内町議会の個人情報の保護に関する条例に制定について 

普天間基地周辺の子どもたちを取り巻く空・水・土の安全の保障

を求める意見書の提出について 

令和５年度常任委員会所管事務調査の実施について 

令和５年度委員会管外行政視察の実施について 

議会閉会中の正副議長並びに議員の出張承認について 

議会閉会中の議会運営委員会の実施について 

 

 

 

 ● 開会宣言・開議・議事日程 

 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 おはようございます。 

 令和５年第１回知内町議会定例会の３日目にお集まりいただき、ご苦労様です。今日もよ

ろしくお願い致します。 

只今の出席議員数は、１０人です。 

 定足数に達していますので、会議は成立します。 

これから、本日の会議を開きます。 

本日、１０日は休会の日ですが、予算審査特別委員会が予定より早く終了しましたので、

会議規則第１０条第３項の規定により会議を開くものであります。 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

 

 

 ● 会議録署名議員の指名 

 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 日程第１、『会議録署名議員の指名』を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、４番、城地秀樹君及び６

番、吉田峰一君を指名します。 
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 ● 委員会報告第２号 令和５年度予算審査特別委員会審査報告について 

（委員長報告） 

 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 次に日程第２、委員会報告第２号、『令和５年度予算審査特別委員会審査報告について』

を議題とします。 

 令和５年度の各会計予算については、予算審査特別委員会に付託しましたが、その審査が

終了しましたので、委員長から審査結果の報告を求めます。 

 予算審査特別委員会委員長、山田顕人君。 

◎ 委 員 長（山田顕人） 

 委員会報告第２号、令和５年度予算審査特別委員会報告について。 

 予算審査特別委員会に付託した令和５年度各会計予算審査の結果について、別紙のとおり

報告する。 

 令和５年３月１０日提出。知内町議会議長、伊藤政博。 

 令和５年度予算審査特別委員会審査報告書。 

 令和５年第１回知内町議会定例会において本特別委員会に付託された事件は、審査の結果、

次のとおり決定したので、会議規則第７７条の規定により報告します。 

 令和５年３月１０日提出。知内町議会予算審査特別委員会委員長、山田顕人。 

 知内町議会議長、伊藤政博殿。 

 記、１、付託事件、議案第８号、知内町個人情報保護法施行条例の制定についてから、議案

第２９号、令和５年度知内町下水道事業会計予算についてまでの２２議案は、記載のとおり

でございます。 

 ２、審査年月日、令和５年３月８日～９日（２日間）。３、審査場所、議会議場。４、審査

委員、議長を除く議員全員による。５、審査の概要、委員会開会後、直ちに審査方法を決め、

議案毎に議題とし質疑・討論・採決の順に審査を進めた。６、審査結果、付託された議案第８

号から議案第２９号までの２２議案については、いずれも原案のとおり決定した。 

 ７、審査意見 

令和５年度における一般会計当初予算規模としては、前年度当初比で３億６８０万円増の

４５億２，０５０万円となり、これに補正予算による計上予定分を含めた「年度間財政規模

の見込」では、前年度比２億７，８３３万円増の４６億７，９３６万円となっている。 

 また、特別会計においては、国民健康保険事業など３特別会計の合計で１２億２，３０７

万６千円、これに水道事業会計と下水道事業会計の５億４，８５０万８千円と一般会計を合

わせた総合計は、前年度当初比４億３，２５２万３千円増の６２億９，２０８万４千円とな

っている。 

 歳出では、普通建設事業費における補助事業にあっては、令和４年度産地生産基盤パワー

アップ事業の完了により、前年度当初比１億１７８万７千円減の１億５，０５８万４千円と

なり、単独事業については、知内高校長寿命化改修事業を当初予算で見込んだことにより、

前年度当初比２億５５４万９千円増の３億９，８８７万３千円となった。 

 公債費は、前年度当初比２２８万９千円増の５億３，２８９万８千円で、増の要因として

は、過疎対策事業債（国営土地改良事業ガイドライン分）等の償還開始によるものである。 
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歳入では、町税は、前年度決算見込額より１，７２８万９千円減の７億３，６００万６千

円と見込み、普通交付税は、前年度決算見込額より１億１，１７６万９千円減の１７億６，

２００万円を当初予算に見込んでいる。 

繰入金については、各種基金を目的に沿った事業への充当のほか、財源不足への対応とし

て財政調整基金から１億８，２００万円を繰入する予算としている。 

 審査過程において出された意見の中で、知内町公共交通会議設置条例が制定されたが、４

月からは、民間の公共交通事業者のダイヤ改正・減便が実施され、１０月には小谷石線が廃

線となるため、交通弱者が生じないよう利用者のニーズに応えた新たなデマンドバスの運行

体制を構築し、住民サービスの向上に努めて頂きたい。 

 認定こども園の委託事業として、国の無償化の対象にならない０歳から２歳までの全世帯

に対し保育料が無償となるが、施設での保育を必要としない子どもがいる世帯に対しても、

安心して子育てができるまちづくりを実現するための支援を充実させて頂きたい。 

 予防接種事業の中で帯状疱疹予防接種は５０歳以上の町民を対象に町から５割を助成する

とはいえ、個人負担が１回１万円を越えており、町民の負担が大きいた為、町民の負担を国

保負担の３割程度を上限とし、町民が接種しやすい環境づくりを検討して頂きたい。 

 気象の変化に伴う記録的な大雪が観測される中で、本町においても高齢者・独居世帯等の

除排雪作業で多くの町民から課題が上がっている。有償ボランティアの高齢化等もある中で

容易な事ではないが、地域住民が協働意識を高めた中での新たな除雪体制づくりの構築を図

って頂きたい。 

 下水道事業会計は、令和５年度から健全で持続的なサービス向上を目的として、公営企業

会計法の適用がはじまったが円滑な事業運営に向けて、専門的知見の体制づくりにより住民

サービスの向上につながる効率・効果的な運営の推進を図られたい。 

 なお、予算の執行にあたっては、審査の過程で述べられた各委員からの質疑や意見・要望

を参酌し、地域経済の活性化など最大減の効果に結び付くよう望むものである。 

以上でございます。 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 これで、委員会報告を終わります。 

 只今、委員長から報告がありました。委員長報告は、付託された２２議案について、全て

原案のとおり決定であります。これから、付託された２２議案について、質疑・討論は委員

会において既に終了しておりますので、省略し、採決を行います。 

 お諮りします。ただ今付託された２２議案は、すべて原案のとおり決定でありますので、

２２議案の採決は議案第８号から、議案第２９号までの２２議案を一括採決したいと思いま

すが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声多数） 

異議なしと認めます。 

よって採決は、そのような取扱いを行います。 

それでは、委員会に付託された議案第８号、『知内町個人情報保護法施行条例の制定につい

て』から議案第２９号、『令和５年度知内町下水道事業会計予算について』までの２２議案

について委員長の報告のとおり決定するに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数） 
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 異議なしと認めます。したがって、２２議案は、すべて可決されました。 

 

 

 ● 発委第１号 知内町議会の個人情報の保護に関する条例の制定について 

 

◎ 議  長（伊藤政博） 

次に日程第３、発委第１号、『知内町議会の個人情報の保護に関する条例の制定について』

を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 議会運営委員会委員長、成澤五郎君。 

◎ 委 員 長（成澤五郎） 

 発委の１ページ目でございます。 

 発委第１号、知内町議会の個人情報の保護に関する条例の制定について。 

 知内町議会の個人情報の保護に関する条例を次のように制定する。 

 令和５年３月７日提出。 

 提出者、知内町議会運営委員会委員長、成澤五郎。 

 それでは、改正の内容を説明しますので、Ａ４版２枚の議会説明資料をお開き下さい。 

 本条例制定の背景になりますが、令和３年５月に公布された「デジタル社会の形成を図る

ための関係法律の整備に関する法律」により「行政機関の保有する個人情報の保護に関する

法律」、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」が個人情報の保護に関

する法律に統合されました。そのことから、国の行政機関、地方公共団体の期間等における

個人情報の取扱い等に関する共通ルールが規定されることになりました。しかしながら、地

方公共団体の執行機関は、改正後の「個人情報の保護に関する法律」の規定が直接適用され

ますが、議会は、適用の対象外となる為、引き続き議会における個人情報の保護を図る必要

から条例を制定するものです。 

 本条例の主な内容になりますが、第１章、総論の第１条から第３条で「議会における個人

情報の適切な取扱いに関し、必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、

訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円

滑な運営を図り、個人の権利利益を保護することを目的とする」と定めております。 

 第２章、個人情報の土地扱いとして、第４条から第１６条で議会における個人情報の適正

な取扱いについて定めております。 

 第３章、個人情報ファイルとして第１７条で、「議会が保有している個人情報ファイルに

ついてそれぞれのファイルの名称や利用目的等をまとめた個人情報ファイル簿を作成し、公

表しなければならない」と定めております。 

 第４章、開示、訂正及び利用停止について第１８条から第４６条で議会が保有する自己の

個人情報について、開示、訂正及び利用停止等の請求ができる権利及びその請求の手続き等

について定めております。 

 第５章、雑則として、第４７条から第５２条で、敵用除外となる規定、苦情処理、審議会へ

の諮問、概要の公表、議長への委任等を定めております。 

第６章、罰則として第５３条から第５７条で、議会の事務局員の職員による不当な個人情
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報の取扱いに対する罰則や、不正な手段による開示請求に関する罰則について、定めており

ます。 

附則と致しまして、この条例の施行日は令和５年４月１日とする。 

以上、発委第１号知内町議会の個人情報の保護に関する条例の制定についての提案理由を

ご説明申し上げ、議員各位のご賛同を願うものであります。 

ご審議の程、よろしくお願い致します。 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑がないようですから、これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論がないようですから、討論を終わります。 

 これから、発委第１号を採決します。 

 本案は原案のとおり決定するに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数） 

 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

  

 

 ● 意見書案第１号 中華人民共和国による人権侵害問題に対する調査及び抗議を求める 

意見書の提出について 

 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 次に日程第４、意見書案第１号、『普天間基地周辺の子どもたちを取り巻く空・水・土の安

全の保障を求める意見書の提出について』を議題とします。 

 本案について、提出議員の説明を求めます。 

 提出議員、五十嵐捷爾君。 

◎ ７  番（五十嵐捷爾） 

 意見書案第１号、普天間基地周辺の子どもたちを取り巻く空・水・土の安全の保障を求め

る意見書。令和５年第１回定例会知内町議会、意見書案第１号、普天間基地周辺の子どもた

ちを取り巻く空・水・土の安全の保障を求める意見書の提出について。 

 地方自治法第９９条の規定により、上記意見書を提出するものとする。 

 令和５年３月７日提出。提出議員、五十嵐捷爾。賛成議員、成澤五郎、笠松悦子、山田顕

人、城地秀樹、吉田峰一、木村一、谷口康之、各議員であります。 

普天間基地周辺の子どもたちを取り巻く空・水・土の安全の保障を求める意見書。 

 沖縄県において、米軍機による落下物事故および低空飛行・騒音の被害が生じていること

は周囲の事実である。特に、市の真ん中に普天間飛行場を抱える宜野湾市においては、その

影響が大きい。ここでは市民の生命や安全が脅かされ、学童・園児の学びに影響が出ている

という現実がある。 
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 日本国憲法前文には、「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、

われらとわれらの子孫のために、諸国民と協和による成果と、わが国全土にわたって自由の

もたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにする

ことを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」とある。 

 しかしながら、沖縄・宜野湾市においては、２００４年８月の沖縄国際大学構内への米軍

ヘリ墜落事故、２０１７年１２月に緑ヶ丘保育園にて米軍機のものと見られる部品が落下し

た事故、同年１２月の普天間第二小校庭への米軍機窓枠落下事故、２０２１年１１月の米軍

機から落下した水筒が民家の玄関先で見つかった事故などが相次いで生じている。 

 また、宜野湾市の水道水や湧き水から有機フッ素化合物ＰＦＡＳが検出されている。さら

に、２０２２年８月の市民グループによる調査では普天間第二小の土壌から最大で米軍基準

値２９倍のＰＦＡＳが検出された。これは「わが国全土に渡って」保障されるはずの自由と

平等がないがしろにされている状況であると言わざるを得ない。 

 日米両政府は、普天間飛行場周辺で学校や病院などの上空飛行を避ける場周経路の設定で

合意している。この場周経路を遵守し、宜野湾市民の空の安全を確保することに努めるべき

である。よって、知内町議会は下記のことを強く要望する。 

記、①学校上空（普天間小、普天間第二小、緑ヶ丘保育園）の飛行禁止。 

②日本政府、沖縄県、宜野湾市の責任において、普天間第二小学校内の土壌調査の実施及び

ＰＦＡＳ汚染特定箇所の土壌の入れ替えを行うこと。 

③普天間の子どもたちを取り巻く空・土・水の安全を保障すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

令和５年３月７日提出。北海道上磯郡知内町議会議長、伊藤政博。 

提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、外務大臣、防衛大臣、環

境大臣、文化科学大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣（沖縄及び北方対策）。 

以上でございます。よろしくご審議の程お願いします。 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論がないようですから、討論を終わります。 

 これから、意見書案第１号を採決します。 

 本案は原案のとおり決定するに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数） 

 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 以上１件の意見書案について、提出先に送付の上、要望事項の実現を図りたいと思います

が、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数） 

 異議なしと認めます。したがって、本案はそのように取り扱うことに決定しました。 
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 ● 議長発議 令和５年度常任委員会所管事務調査の実施について 

 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 次に日程第５、『令和５年度常任委員会所管事務調査の実施について』を議題とします。 

 お諮り致します。令和５年度の各常任委員会の所管事務調査は、議会閉会中に必要に応じ

て実施することとし、調査内容については、議長と各常任委員会委員長に一任したいと存じ

ますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数） 

 異議なしと認めます。したがって、令和５年度の各常任委員会の所管事務調査の実施は、

そのように行うことに決定致しました。 

 

 

 ● 議長発議 令和５年度委員会管外行政視察の実施について 

 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 次に日程第６、『令和５年度委員会管外行政視察の実施について』を議題とします。 

 お諮り致します。管外行政視察は、議会閉会中に行うこととし、実施委員会及び実施時期

並びに視察内容については、議長と各委員長に一任願いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声多数） 

 異議なしと認めます。したがって、委員会の管外行政視察は、そのように行うことに決定

しました。 

 

 

 ● 議長発議 議会閉会中の正副議長並びに議員の出張承認について 

 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 次に日程第７、『議会閉会中の正副議長並びに議員の出張承認について』を議題とします。 

 お諮りします。議会を代表して、正副議長並びに議員が出席または派遣を要する諸行事・

慶弔・諸会議・研修・要望等のため出張することについて、予め議会の承認を得たいと思い

ます。 

 このことを承認することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数） 

 異議なしと認めます。したがって、議会閉会中に議会を代表して、出席または派遣を要す

る正副議長並びに議員の出張について、承認することに決定致しました。 

 なお、出席または派遣する議員については、その都度議長において、指名することとした

いと思いますが、ご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声多数） 

 異議なしと認めます。その都度議長において指名することに決定しました。 

 

 

 ● 議長発議 議会閉会中の議会運営委員会の実施について 

 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 次に日程第８、『議会閉会中の議会運営委員会の実施について』を議題とします。 

 このことについて、会議規則第７３条の規定によって、議会閉会中の議会運営委員会の開

催の申出がなされておりますので、これを承認したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数） 

 異議なしと認めます。したがって、これを承認することに決定致しました。 

 

 

 ● 閉会宣言 

 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 お諮りします。本定例会の会議に付された事件は、全て終了しました。 

 したがって、会議規則第７条の規定によって、本日で閉会したいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声多数） 

 異議なしと認めます。したがって、本定例会は、本日で閉会することに決定しました。 

それでは、これで本日の会議を閉じます。 

 令和５年第１回知内町議会定例会を閉会します。 

 どうもご苦労様でした。 

 

（ 閉会 午前９時５６分 ） 


